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重要事項説明書 

＜２０２４年４月１日現在＞ 

 

１．当社が提供するサービスについての相談窓口 

    電話  ０３－５９３３－２１００  月曜日～金曜日（午前９時～午後６時） 

        ０８０－４６６５－２１００ 上記時間外 

    担当  大友 万亀子 

＊ ご不明な点は,なんでもおたずねください。 

２．ケアプランニング結い居宅介護支援事業所の概要                    

事業所名            ケアプランニング結い 

所在地             〒178-0063  東京都練馬区東大泉 3-22-15 

                         シンフォニープラザ１Ｆ 

電話              ０３－５９３３－２１００ 

介護保険者指定番号       １３７２００１５０１ 

通常のサービスを提供する地域  練馬区・杉並区・西東京市  

同事業の職員体制         

管理者         1名（介護支援専門員兼：常勤 1名） 

介護支援専門員      7名（介護福祉士 7名：常勤 7名） 

     

上記地域以外でもご希望の方はご相談ください 

＊ 営業時間 

   月曜日～金曜日 午前 9時～午後 6時 

   （土曜日・祝日、日曜日、12月 29日～1月 3日を除く） 

＊ 連絡先 

営業時間内 ０３－５９３３－２１００ 

営業時間外 ０８０－４６６５－２１００ 

   

３．利用方法（居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容） 

お客様によるお申し込み     電話  ０３－５９３３－２１００ 

         ｜ 

   当社の介護支援専門員がお宅を訪問します 

         ｜ 

       契約の締結 

         ｜ 

   契約に従いサービスの提供 

（１） 利用料  

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。

（地域による加算あり） 

※ 契約書別紙１料金表のとおり 

※ 保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、１ヶ月につき別

紙料金表の料金をいただき、当社からサービス提供証明書を発行いたします。このサー
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ビス提供証明書を後日お住まいの区市町村（住民票記載地）の窓口に提出しますと、全

額払い戻しを受けられます。 

（２）交通費 

前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、介護支援専門員がおたずねするための交通費の実費が必要です。 

（３）解約 

お客様はいつでも理由の如何にかかわらず契約を解約することができ一切料金はかかりま

せん。 

（４）サービスの終了 

１）お客様のご都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し込みいただければいつでも解約できます。 

２）当社の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がござ

います。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知するとともに地域の居宅介護支援

事業者をご紹介いたします。 

３）自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。 

① お客様が介護保険施設に入所した場合 

② 要介護度区分が要支援または自立と認定された場合 

＊ この場合条件を変更して再度契約することができます 

③ ６ヶ月間サービスのご利用がなく契約継続のお申出がないとき  

④ お客様がお亡くなりになった場合 

４）その他 

お客様やご家族などが当社の職員や介護支援専門員に対して、本契約を継続しがたいほ

どの背信行為を行った場合（利用者が認知症の状態ではないのに故意に暴力をふるった

場合、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント等を行

った場合）文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がご

ざいます。 

４．当社の居宅介護支援の特徴等 

（１）運営の方針 

    １）事業者はつぎの各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、公正中立な立場で居宅

サービス計画の作成を支援します。 

② お客様のニーズにあったケアプランを、お客様とご一緒に考えていきます。 

③ お客様にご満足いただけるケアプランの作成に務めます。 

サービス事業者と連携を図り円滑なサービスの提供に努めます。 

④ 利用者は居宅介護サービス計画の作成にあたり複数の居宅サービス事業者の紹介を

求めることができます。また居宅サービス原案に位置づけた指定サービス事業者等

の選定の理由の説明を求めることができます。また当契約時に当社が選定している

サービス事業所の選定状況をお知らせします。ご希望によりケアプランの訪問介護、

通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス事業所の利用状況をお
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知らせします。 

２）居宅介護支援の実施状況等 

介護保険法に基づく指定居宅介護事業 

３）当社が利用するアセスメントツールは指定された２３項目を網羅したツールで、より客

観的な要介護状態の把握と必要なサービスを選び出すことができるツールです。 

４）当事業所は介護支援専門員実務研修の指定実習機関となっています。担当ケアマネジャ

ーが 実習者を同行し、ご利用者様宅を訪問することがあります。また実習者はケアプ

ラン作成のための実務の見学、疑似体験を行うことがあります。この場合実習者は実習

で知った個人情報を実習以外の目的には使用しません。また実習後も利用者の不利益に

なる事は致しません。 

５．高齢者虐待防止について 

  事業者は利用者の人権の擁護・虐待防止、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等防止 

のために、次に掲げる通りの措置を講じます。研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識 

や技術の向上に努め、虐待防止委員会（※）を設置します。個別支援計画の作成など適切な支援

の実施に努めます。従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整え、従業者が利

用者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

（※）虐待防止委員会は苦情相談窓口と兼務し担当者は虐待防止委員を兼務する。 

虐待防止委員会は年 2回以上開催し高齢者の虐待防止に努める。 

６．自然災害対策 

  事業者は自然災害その他緊急の事態に備え、自然災害による業務継続計画を作成し研修及び訓 

練を行います。また常に関係機関と連絡を密にし、自然災害時には必要な措置を講じます。 

７．身体拘束の適正化 

  原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。 

  ただし、下記のとおり緊急やむを得ない理由により拘束せざるを得ない場合は事前に利用者及び 

その家族へ十分な説明をし、同意を得るとともにその対応及び時間、その際の利用者の心身の状 

況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

①  緊急性：直ちに身体拘束を行わなければ、利用者または他人の生命・身体に危険が及ぶ事 

が考えられる場合 

② 非代替性：身体拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に危険が及ぶ事を防止するこ

とができない場合 

③ 一時性：利用者または他人の生命。身体に対して危険が及ぶ」ことがなくなった場合は直

ちに身体拘束を解く 

８．感染症の予防及び、蔓延防止のための対策 

  事業所内の衛生管理、介護ケアにかかる感染対策を行い、感染症の予防に努めます。感染症の発

生、その再発を防止するために感染症対策委員会を設置し、その結果について従業員に周知しま

す。他、指針の整備、研修を実施します。また新たな感染症発生時に対しては業務継続化計画に

基づいて対応します。 

９．天災等不可抗力 

  契約の期間中、地震、噴火等の天災、その他事業所の責めに帰さない事由により本サービスの実

施ができなくなった場合には、以後、事業者は利用者に対して本サ－ビスを提供すべき義務を負
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いません。 

１０．職場におけるハラスメント対策 

  当事業所の職員及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう 

    に下記の取り組みを行います。 

（１）円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する 

（２）特に役職者においては、ハラスメントに十分な配慮を行う。 

（３）介護現場におけるハラスメント防止の為に利用者様、介護支援専門員、事業者、地域包括

支援センター等と日頃から連絡を密にとり、情報を共有し適切にサービスが行われるよう

に努める。 

（４）ハラスメント防止の為の研修の実施、相談窓口の設置等の対策をとる。 

１１．サービスの利用にあたってお客様にご留意いただきたい事項（ハラスメントの防止について） 

（１）以下の行為は行わないでください 

１） 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

２） 職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたりおとしめ

たりする行為）  

３） 職員に対するセクシャルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要

求等、性的な嫌がらせ行為） 

１２．サービス内容に関する苦情 

（１） 当社お客様相談、苦情担当（高齢者虐待防止、相談窓口兼務） 

当社の居宅介護支援に関するご相談、苦情および居宅サービス計画に基づいて提供してい

るサービスについてのご相談、苦情を承ります。 

       苦情、虐待、相談窓口   電話 ０３－５９３３－２１００ 

  担当 （管理者）     大友 万亀子 

 

（２）当社以外に、区市町村の相談、苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

総合福祉事務所 高齢者支援係  

練馬総合福祉事務所  ５９８４－４７４２ 光が丘総合福祉事務所 ５９９７－７７６２ 

石神井総合福祉事務所 ５３９３－２８１８ 大泉総合福祉事務所  ５９０５－５２７５ 

地域包括支援センター 

（大泉圏域）  

やすらぎミラージュ  ５９０５‐１１９０ 大泉北       ３９２４－２００６ 

大泉学園       ５９３３－０１５６ 南大泉       ３９２３－５５５６ 

大泉         ５３８７－２７５１ やすらぎシティ   ５９３５－８３２１ 

（石神井圏域） 

練馬ゆめの木     ３９２３－０２６９ 高野台       ５３７２－６３００ 

石神井        ５９２３－１２５０ フローラ石神井公園 ３９９６－０３３０ 

第二光陽苑      ５９９１－９９１９ 関町        ３９２８－５２２２ 

上石神井       ３９２８－８６２１  

 

 



 - 5 - 

上記以外の地域包括支援センター 

 

（その他） 

西東京市役所介護保険課  苦情相談窓口  ０４２４－６４－１３１１ 

東京都国民健康保険団体連合会      ０３－６２３８－０１７７ 

 東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会事務局  ０３－５２８３－７０２０ 

 練馬区保健福祉サービス苦情調整委員会  FAX：０３－３９９３－１３４４ 

                    メール：chousei@smile.ocn.ne.jp 

１３．緊急・災害時の対応 

    居宅介護支援事業者は利用者訪問中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は速 

やかに主治医、家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。 

   建物の損壊、洪水等の災害が発生した場合、自分の身の周りの安全を確認したのち担当する利

用者の安全を確保します。被災状況を確認し、近隣、行政等と連携を図り必要なサービスの調

整、生活の支援を行います。 

１４．事故発生時の対応 

    サービスの提供により事故が発生した場合には当事業所、区役所、利用者の家族等に連絡を行 

い適切な措置を講じます。当該事故の状況、及び事故に際して取った処置について記録を残し、 

利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか

に行ないます。 

      損害保険  東京海上日動火災保険株式会社  損害賠償保険に加入 

１５．第三者評価について 

  任意の外部調査機関による、事業所の選択を支援する目的の第三者評価は実施していませんが、 

法令で定められた、利用者の介護サービス事業所の選択(比較検討)を支援することを目的とし

たサービスの公表は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で公表しています。 

１６．秘密の保持・個人情報の保護 

  従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密及び個人情報はこれを保持します。 

 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で 

なくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

１７．当社の概要 

名称・法人種別   有限会社 ケアプランニング結い 

代表者役職氏名   代表取締役  荒井 養子 

本店所在地     〒178-0063 東京都練馬区東大泉３－２２－１５ 

                          シンフォニープラザ１Ｆ 

 

電話        ０３－５９３３－２１００ 

営業所数      ・居宅介護支援事業所 ２ヶ所   ・訪問介護事業所 ２か所 

            ・地域密着型通所介護事業所 １か所 

 

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/chiikifukushi/kujochosei/chousei@smile.ocn.ne.jp
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契約書別紙１ 居宅介護支援料金表                  ２０２４年４月１日現在 

 

 

※地域加算Ⅰ 練馬区の方は １１，４０ を単位数にかけたものが利用料となります。 

          西東京市の方は １１，０５ を単位数にかけたものが利用料になります。 

居宅介護支援費は全額介護保険適用の、為、利用者様の自己負担はありません。 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  要介護度 単位数 利用料 （練馬区）  利用料 (西東京市) 

居宅介護支援費Ⅰⅰ 

（取扱件数 4５件未満） 

要介護 １・２ １０８６ 月 １２，３８０円 月 １２，０００円 

要介護 ３・４・５ １４１１ 月 １６，０８５円 月 １５，５９２円 

居宅介護支援費Ⅰⅱ 

（取扱件数 4５件以上 60

件未満の部分のみ適用） 

要介護 １・２ ５４４ 月 ６，２０２円 月  ６，０１１円 

要介護 ３・４・５ ７０４ 月 ８，０２６円 月  ７，７７９円 

居宅介護支援費 Ⅰⅲ 

（取扱件数 60 件以上。60

件以上の部分のみ適用） 

要介護 １・２ ３２６ 月 ３，７１６円 月  ３，６０２円 

要介護 ３・４・５ ４２２ 月 ４，８１１円 月  ４，６６３円 

  

加算   利用料 （練馬区） 利用料 （西東京市） 

初回加算 1 月につき ３００ ３，４２０円 ３，３１５円 

通院時情報連携加算 1 回／月 ５０ ５７０円 ５５３円 

退院・退所加算（連携 1回

～3 回） 
  
４５０～ 

９００ 
5,130 円～10,260 円 4,973 円～9,945 円 

ターミナルケアマネジメン

ト加算 
  ４００ ４，５６０円 ４，４２０円 

入院時情報連携加算

（Ⅰ） 
  ２５０ ２，８５０円 ２，７６３円 

入院時情報連携加算

（Ⅱ） 
  ２００ ２，２８０円 ２，２１０円 

特定事業所加算（Ⅰ） 1 月につき ５１９ ５，９１７円 ５，７３５円 

特定事業所加算（Ⅱ）   ４２１ ４，７９９円 ４，６５２円 

特定事業所加算（Ⅲ）   ３２３ ３，６８２円 ３，５６９円 
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契約書別紙２ 個人情報保護の方針 

 

当社では利用者の皆様により良い介護サービスを提供するために日々努力を重ねております。利用

者様の個人情報につきましても適切に保護し、管理することが重要であると考えております。個人情

報の大切さをスタッフが十分理解し、その取り扱いに万全を期するために個人情報保護方針を定め確

実な履行に努めます。 

 

１ 個人情報の収集について 

  当社が利用者様の個人情報を収集する場合、介護サービスに係わる範囲で行います。 

その他の目的に個人情報を利用する場合には利用目的を事前にお知らせしご了解を得 

た上で実施します。 

 

２ 個人情報の利用及び提供について 

  当社は利用者様の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的 

の範囲を越えて使用いたしません。 

① 利用者様の了解を得た場合 

② 個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合 

③ 法令等により提供を要求された場合 

 

３ 個人情報の適正管理について 

  当社は利用者様の個人情報について正確かつ最新の状態に保ち、利用者様の個人情報 

の漏洩紛失、破壊、改ざん又は利用者様の個人情報への不正なアクセスを防止するこ 

とに努めています。 

 

４ 個人情報の確認、修正について 

 当社は利用者様の個人情報について利用者様から開示を求められた場合には、遅滞な 

く内容を確認し、適切に対応いたします。また内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場

合も、調査し適切に対応いたします。 

 

５ 法令の遵守と個人情報の仕組みの改善 

  当社は、個人情報の保護に関する法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各 

項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。 

 

６ 問い合わせ窓口 

      ０３－５９３３－２１００     

有限会社  ケアプランニング結い 

      担当     荒井 養子  

 


